
事 務 連 絡  
令和７年６月 24日  

 
 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  
 附属学校を置く各国立大学法人事務局  御中 
 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定  
 を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 
 
 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課   
 
 

令和７年度学校給食実施状況等調査について 
 
 文部科学省では、学校給食の状況を把握し、その普及と充実を図るため、従来標記調

査を実施しています。 
 ついては、令和７年度の状況等について、下記のとおり御回答くださるようお願い申

し上げます。 なお、該当がない場合は、その旨を回答ください。 
回答に当たり、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の私立学校の設置者か

らの回答を、国立大学法人におかれては、その設置する附属学校の回答を、構造改革特

別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれ

ては、認定区域内における会社が設置する学校の設置者からの回答を、それぞれお取り

まとめの上、御提出くださるようお願いいたします。 
 
 

記 
 
１ 調査票の種類 
（１）学校給食実施状況調査 

   学校給食実施状況    ［様式１］ 
 

（２）米飯給食実施状況調査 
   米飯給食実施状況    ［米飯］ 
 

いずれの調査も、学校給食を実施する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前

期課程）、特別支援学校、夜間定時制高等学校を調査対象とする。 
 
２ 調査回答に当たっての留意事項 
  別紙のとおり 
 
３ 調査期日 
  令和７年５月１日現在 
 
 



４ 提出期限等 
（１）提出期限 令和７年８月２９日（金） 
（２）提出先  shoku@mext.go.jp 
 

【本件照会先】 
文部科学省初等中等教育局 
健康教育・食育課 学校給食・食育係 
T E L：03(5253)4111（内線 2694） 
E-Mail：shoku@mext.go.jp 


